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精神科救急医療に関する実施要綱 新旧対照表 
新 旧 

 

第１条～第 10条       略 

 

（精神科応急入院指定病院空床確保事業） 

第11条 精神保健福祉法第33条の６第１項及び同法第34条に基

づく救急患者を受入れるための病床を北里大学病院にて確保

し、１年間を通じて常時受入体制を確保する。 

 

第 12条           略 

 

附  則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

第１条～第 10条      略  

 

（精神科応急入院指定病院空床確保事業） 

第11条 精神保健福祉法第33条の７第１項及び同法第34条に基

づく救急患者を受入れるための病床を北里大学病院にて確保

し、１年間を通じて常時受入体制を確保する。 

 

第12条          略 

 

附則                      略 

 


